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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　酸化チタン粒子からなる顔料と、質量平均分子量が１００００以下の顔料分散剤として
のポリアクリル酸ナトリウムとを含み、
　前記酸化チタン粒子の平均一次粒子径と、分散した酸化チタン粒子の平均分散粒子径Ｄ
５０の比が、１：０．３～１：３の範囲内であり、
　前記酸化チタン粒子の平均一次粒子径が２０ｎｍ～２００ｎｍの範囲であり、
　前記分散した酸化チタン粒子の平均分散粒子径Ｄ５０が２０ｎｍ～１００ｎｍの範囲で
ある顔料組成物。
【請求項２】
　前記酸化チタン粒子の表面が親水性である請求項１に記載の顔料組成物。
【請求項３】
　前記酸化チタン粒子からなる顔料と前記ポリアクリル酸ナトリウムとの含有比が、質量
基準で１：０．０５～１：１．５の範囲内である請求項１又は２に記載の顔料組成物。
【請求項４】
　表面が二酸化ケイ素の水和物により親水化されていない酸化亜鉛粒子からなる顔料と、
質量平均分子量が１００００以下の顔料分散剤としてのポリアクリル酸ナトリウムとを含
み、
　前記酸化亜鉛粒子の平均一次粒子径と、分散した酸化亜鉛粒子の平均分散粒子径Ｄ５０
の比が、１：０．３～１：３の範囲内である顔料組成物。
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【請求項５】
　前記酸化亜鉛粒子の平均一次粒子径が２０ｎｍ～４００ｎｍの範囲内である請求項４に
記載の顔料組成物。
【請求項６】
　前記分散した酸化亜鉛粒子の平均分散粒子径Ｄ５０が２０ｎｍ～５００ｎｍの範囲内で
ある請求項４又は５に記載の顔料組成物。
【請求項７】
　前記酸化亜鉛粒子からなる顔料と前記ポリアクリル酸ナトリウムとの含有比が、質量基
準で１：０．０５～１：１．５の範囲内である請求項４～６の何れか１項に記載の顔料組
成物。
【請求項８】
　請求項１～７の何れか１項に記載の顔料組成物を含み、かつ、可食性を有するインクジ
ェット用水性インク組成物。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は顔料組成物及びインクジェット用水性インク組成物に関し、より詳細には、分
散性に優れ、医薬品や食品等の錠剤等に対して、インクジェット方式で直接印刷すること
が可能な可食性の顔料組成物及びインクジェット用水性インク組成物に関する。
【背景技術】
【０００２】
　錠剤の医薬品やサプリメント等の食品に対しては、パッケージだけでなく錠剤本体にも
製品情報を表示することによって、調剤ミスや誤飲防止などが図られている。表面がコー
ティングされた錠剤に対しては、グラビア印刷などの接触方式で印刷可能であるが、表面
の平滑性が悪い素錠やＯＤ（口腔内崩壊）錠では接触方式による印刷が困難となっている
。そのため、これらの錠剤に対しては、簡単な文字しか表示できない刻印方式が主流とな
っている。従って、製薬業界では、素錠やＯＤ錠等に対しても製品情報を表示することが
可能な、新たな印刷方法に対するニーズが高まっている。
【０００３】
　そのような印刷方法としては、例えば、染料を用いた水性インク組成物によるインクジ
ェット方式の印刷が挙げられる（下記特許文献１参照）。しかしながら、従来の水性イン
ク組成物においては、可食性の白色染料を用いたものが存在しない。そのため、酸化チタ
ンなどの白色顔料を用いた水性インク組成物の使用が考えられる。しかし、酸化チタンは
比重が重い無機顔料であるため、インクジェット用水性インクに適用することが可能な水
準での分散性を確保することが困難である。また、酸化チタンを良好に分散させるための
顔料分散剤についても、薬事法で定める医薬品添加物等の基準に適合したものを使用しな
ければならず、材料選定の困難さもある。その結果、現在までのところ、白色顔料を用い
た水性インク組成物については、これらの課題を解決したものが上市されていない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１１－２３６２７９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明は前記問題点に鑑みなされたものであり、その目的は、顔料の平均分散粒子径が
小さく、分散性に優れ、かつ、医薬品や食品等の錠剤等に対してインクジェット方式で直
接印刷することが可能な可食性の顔料組成物及びインクジェット用水性インク組成物を提
供することにある。
【課題を解決するための手段】
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【０００６】
　本願発明者等は、前記問題点を解決すべく、顔料組成物及びインクジェット用水性イン
ク組成物について検討した結果、下記構成を採用することにより前記の問題点を解決でき
ることを見出して、本発明を完成させるに至った。
【０００７】
　即ち、本発明に係る顔料組成物は、前記の課題を解決する為に、酸化チタン粒子、及び
／又は表面が親水化されていない酸化亜鉛粒子からなる顔料と、質量平均分子量が１００
００以下の顔料分散剤としてのポリアクリル酸ナトリウムとを含み、前記酸化チタン粒子
又は前記酸化亜鉛粒子の平均一次粒子径と、分散した酸化チタン粒子又は酸化亜鉛粒子の
平均分散粒子径Ｄ５０の比が、１：０．３～１：３の範囲内であることを特徴とする。
【０００８】
　前記の構成によれば、酸化チタン粒子及び／又は表面が二酸化ケイ素の水和物により親
水化されていない酸化亜鉛粒子からなる顔料の顔料分散剤として、質量平均分子量が１０
０００以下の範囲内のポリアクリル酸ナトリウムを用いることにより、酸化チタン粒子又
は酸化亜鉛粒子の平均一次粒子径と、分散した酸化チタン粒子又は酸化亜鉛粒子の平均分
散粒子径Ｄ５０の比を１：０．３～１：３の範囲内とし、顔料の平均分散粒子径を平均一
次粒子径に近いレベルまで低減させることができる。これにより、前記顔料の再凝集を防
止し、分散性に優れた顔料組成物を提供することができる。
【０００９】
　また、前記の構成によれば、染料の代わりに酸化チタン粒子及び／又は酸化亜鉛粒子か
らなる顔料を用いるので、本発明の顔料組成物を、例えば、インクジェット用水性インク
組成物に用いた場合には、染料を用いたインク組成物と比較して、耐光性の向上が図れる
。
【００１０】
　前記構成に於いては、前記酸化チタン粒子の表面が親水性であることが好ましい。これ
により、酸化チタン粒子の平均一次粒子径と、分散した酸化チタン粒子の平均分散粒子径
Ｄ５０の比を１：０．３～１：３の範囲内にすることができる。
【００１１】
　前記構成に於いては、前記酸化チタン粒子又は前記酸化亜鉛粒子の平均一次粒子径が２
０ｎｍ～４００ｎｍの範囲内であることが好ましい。酸化チタン粒子又は酸化亜鉛粒子の
平均一次粒子径を２０ｎｍ以上にすることにより、印刷画像の耐光性の低下を抑制するこ
とができる。その一方、前記平均一次粒子径を４００ｎｍ以下にすることにより、インク
中での顔料の沈降やノズルの目詰まりを防止することができる。
高色彩化が図れる。
【００１２】
　また、前記構成に於いては、前記分散した酸化チタン粒子又は酸化亜鉛粒子の平均分散
粒子径Ｄ５０が２０ｎｍ～５００ｎｍの範囲内であることが好ましい。分散した酸化チタ
ン粒子又は酸化亜鉛粒子のＤ５０を２０ｎｍ以上にすることにより、保存安定性、耐光性
及び吐出安定性の低下を抑制し、印刷濃度の低減も防止することができる。その一方、前
記Ｄ５０を５００ｎｍ以下にすることにより、酸化チタン粒子又は酸化亜鉛粒子からなる
顔料の分離や沈降及び凝集を防止し、保存安定性の維持が図れる。
【００１３】
　また、前記構成に於いては、前記酸化チタン粒子及び／又は前記酸化亜鉛粒子からなる
顔料と前記ポリアクリル酸ナトリウムとの含有比が、質量基準で１：０．０５～１：１．
５の範囲内であることが好ましい。これにより、顔料の分散性の低下を防止すると共に、
ノズルの目詰まり等に起因する吐出安定性の低下も防止することができる。従って、前記
構成の顔料組成物を水性インク組成物に適用した場合には、インクジェット方式での印刷
を可能にする。また、上述の通り、耐光性にも優れているので、印刷画像の滲みの発生も
防止することができる。
【００１４】
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　本発明に係るインクジェット用水性インク組成物は、前記の課題を解決する為に、前記
顔料組成物を含み、かつ、可食性を有するものであることを特徴とする。
【００１５】
　前記顔料組成物においては、薬事法で定める医薬品添加物、日本薬局方又は食品添加物
公定書の基準に適合したポリアクリル酸ナトリウムが顔料分散剤として含まれるので、当
該顔料組成物を含むインクジェット用水性インク組成物は、医薬品や食品等の錠剤に対し
、インクジェット方式で直接印刷するインク材料に好適に用いることができる。また、前
記顔料組成物においては、染料の代わりに酸化チタン粒子及び／又は表面が二酸化ケイ素
の水和物により親水化されていない酸化亜鉛粒子からなる顔料を用いているので、例えば
、医薬品等の錠剤表面にインクジェット方式で印刷しても、印刷画像は耐光性に優れ、か
つ、滲みの発生を防止することができる。尚、可食性とは、医薬品若しくは医薬品添加物
として経口投与が認められている物質、及び／又は食品若しくは食品添加物として認めら
れている物質のみからなることを意味する。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明によれば、薬事法で定める医薬品添加物、日本薬局方又は食品添加物公定書の基
準に適合し、かつ、酸化チタン粒子及び／又は表面が二酸化ケイ素の水和物により親水化
されていない酸化亜鉛粒子からなる顔料に対し良好な分散性を付与するポリアクリル酸ナ
トリウムを含有させるので、医薬品や食品等の錠剤等に対し、インクジェット方式で、良
好な吐出安定性にて直接印刷することが可能な顔料組成物及びインクジェット用水性イン
ク組成物を提供することができる。また、酸化チタン粒子及び／又は酸化亜鉛粒子からな
る顔料を用いたインクジェット用水性インク組成物は、染料等を用いたものと比較して耐
光性に優れ、印刷画像の滲みも防止することができる。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
（顔料組成物及びその製造方法）
　本実施の形態に係る顔料組成物は、酸化チタン（ＴｉＯ２）粒子、及び／又は表面が二
酸化ケイ素の水和物により親水化されていない酸化亜鉛（ＺｎＯ）粒子からなる顔料と、
顔料分散剤としてのポリアクリル酸ナトリウムとを少なくとも含む顔料分散体の組成物で
ある（以下、「酸化チタン粒子、及び／又は表面が二酸化ケイ素の水和物により親水化さ
れていない酸化亜鉛粒子を「酸化チタン粒子等」といい、酸化チタン粒子等からなる顔料
を「顔料」という場合がある。）。
【００１８】
　前記酸化チタン粒子からなる顔料は白色顔料であり、他の公知の白色顔料と比較して比
重が小さく、屈折率が大きい。また、酸化チタンの顔料は化学的・物理的にも安定である
。そのため、酸化チタン粒子からなる顔料は隠蔽性や着色性に優れ、更に酸やアルカリ、
その他の環境に対する耐久性にも優れている。また、前記酸化亜鉛粒子からなる顔料も白
色顔料であり、紫外線遮蔽性を有する無機顔料である。尚、本実施の形態の顔料組成物に
は前記顔料以外に、公知の顔料が含まれていてもよい。
【００１９】
　本実施の形態において、酸化チタン粒子としては結晶構造がアナターゼ型（正方晶）、
ルチル型（正方晶）又はブルーカイト型（斜方晶）の何れのものも使用可能である。但し
、本実施の形態の顔料組成物をインクジェット用水性インク組成物に適用する場合、印刷
画像の隠蔽性向上の観点からは、ルチル型結晶構造の酸化チタンが好ましい。これにより
、印刷画像が、その被印刷（形成）面から目視にて観察されるのを防止することができる
。また、ルチル型結晶構造の酸化チタンは可視光（波長域３６０ｎｍ～８３０ｎｍ）の屈
折率も高いため発色性の向上も図れる。一方、アナターゼ型結晶構造の酸化チタンは光触
媒としての機能を有するため、これを本実施の形態の顔料組成物に用いた場合には、光触
媒材のインクジェット方式による塗布を可能にする。その結果、従来のスプレー方式によ
る光触媒材の塗布と比較して、噴霧された光触媒材の飛散によるロスを大幅に低減し、塗
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布精度の向上が図れる。尚、本発明に於いて酸化チタン粒子とは、特に断らない限り結晶
性の酸化チタン粒子を意味する。
【００２０】
　前記酸化チタン粒子の表面は親水性であることが好ましい。これにより、分散した酸化
チタン粒子の平均分散粒子径を、当該酸化チタン粒子の平均一次粒子径に近づけることが
可能になる（詳細については後述する。）。酸化チタン粒子の表面には、通常、ヒドロキ
シル基が存在しており、これにより酸化チタン粒子の表面は親水性を示す。尚、本発明に
おいて「親水性」とは、酸化チタン粒子の表面において水に対する親和性を有する官能基
等が存在することをいう。
【００２１】
　また、本発明に於いては、酸化チタン粒子の表面の親水性を向上させ、又は維持させる
との観点から、親水化処理を行ってもよい。酸化チタン粒子の表面を親水化処理する場合
、例えば、無機化合物及び／又は有機化合物の表面処理剤を用いることが可能である。
【００２２】
　前記無機化合物の表面処理剤としては特に限定されず、例えば、水酸化アルミニウム、
酸化アルミニウム、酸化ジルコニウム、シリカ、酸化セリウム等が挙げられる。また、前
記有機化合物の表面処理剤としては特に限定されず、例えば、ジメチルポリシロキサン、
メチルハイドロジェンポリシロキサン、（ジメチコン／メチコン）コポリマー、メチルフ
ェニルシリコーン、アミノ変性シリコーン、ハイドロゲンジメチコン、トリエトキシシリ
ルエチルポリジメチルシロキシエチルジメチコン、トリエトキシシリルエチルポリジメチ
ルシロキシエチルヘキシルジメチコン等のシリコーンオイル；ステアリン酸、ラウリン酸
等の高級脂肪酸；トリメチロールエタン、ペンタエリスリトール、トリプロパノールエタ
ン、ジトリメチロールプロパン、トリメチロールプロパンエトキシレート等の多価アルコ
ール；トリエタノールアミン、トリプロパノールアミン等のアルカノールアミン、又はそ
れらの塩酸塩若しくは有機酸塩等の誘導体；カプリリルシラン、デシルシラン、パーフル
オロオクチルシランといったアルキルシラン、アルキルチタネート、アルキルアルミネー
ト、ポリオレフィン、ポリエステル、ラウロイルリシン等のアミノ酸；チタニウム系カッ
プリング剤、アルミニウム系カップリング剤、ジルコニウム系カップリング剤等の有機金
属化合物等が挙げられる。これらの有機化合物から選択される少なくとも１の化合物で表
面処理を行うことができる。また、無機化合物と有機化合物を組み合わせて親水化処理を
行ってもよい。
【００２３】
　酸化チタン粒子としては市販品を用いることも可能であり、そのような市販品としては
、例えば、ＳＴＲ－１００Ｎ（商品名、堺化学工業（株）製、ルチル型）、ＴＴＯ－５１
Ａ（商品名、石原産業（株）、ルチル型）、ＴＴＯ－５５Ａ（商品名、石原産業（株）、
ルチル型）、ＴＴＯ－５５Ａ（商品名、石原産業（株）、ルチル型）、ＴＴＯ－８０Ａ（
商品名、石原産業（株）、ルチル型）、ＭＰＴ－１４０（商品名、石原産業（株）、ルチ
ル型）、ＭＰＴ－１４１（商品名、石原産業（株）、ルチル型）、ＭＫＲ－１（商品名、
堺化学工業（株）、ルチル型）、ＫＡ－１０（商品名、チタン工業（株）、アナターゼ型
）等が挙げられる。
【００２４】
　本実施の形態において、酸化亜鉛粒子としてはその表面が二酸化ケイ素の水和物（含水
シリカ）により親水化処理されていないものを用いる。すなわち、表面に二酸化ケイ素の
水和物（含水シリカ）からなる被膜を形成して親水化処理した酸化亜鉛粒子を、顔料分散
剤として後述のポリアクリル酸ナトリウムと共に用いた場合、当該酸化亜鉛粒子からなる
顔料の平均分散粒子径は大きくなり、保存安定性が低下することがある。酸化亜鉛粒子と
して、その表面が二酸化ケイ素の水和物により親水化処理されていないものを用いること
により、分散した酸化亜鉛粒子の平均分散粒子径を、当該酸化亜鉛粒子の平均一次粒子径
に近づけることが可能になる。尚、本発明に於いて酸化亜鉛粒子とは、特に断らない限り
結晶性の酸化亜鉛粒子を意味する。また、本発明の酸化亜鉛粒子においては、二酸化ケイ
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素の水和物以外の化合物により表面が被覆されて親水化処理されたものを含む。
【００２５】
　酸化亜鉛粒子としては市販品を用いることも可能であり、そのような市販品としては、
例えば、ＦＩＮＥＸ－５０（商品名、堺化学工業（株）製）、ＦＩＮＥＸ－３０（商品名
、堺化学工業（株）製）、ＦＩＮＥＸ－２５（商品名、堺化学工業（株）製）等が挙げら
れる。
【００２６】
　酸化チタン粒子及び／又は表面が親水化処理されていない酸化亜鉛粒子（以下、「酸化
チタン粒子等」という場合がある。）の顔料は、本実施の形態の顔料組成物を医薬品やサ
プリメント等の錠剤表面への印刷用として用いる場合、薬事法で定める医薬品添加物、日
本薬局方又は食品添加物公定書の基準（以下、「薬事法等の基準」という。）に適合する
ものであることが好ましい。
【００２７】
　前記酸化チタン粒子等の平均一次粒子径（体積平均粒子径）としては、２０ｎｍ～４０
０ｎｍが好ましく、３０ｎｍ～２００ｎｍがより好ましく、４０ｎｍ～１００ｎｍが特に
好ましい。前記平均一次粒子径を２０ｎｍ以上にすることにより、印刷画像の耐光性の低
下を抑制すると共に、顔料の濃度を大きくすることができ、透明性の向上が図れる。また
、十分な隠蔽性を確保することもできる。その一方、前記平均一次粒子径を４００ｎｍ以
下にすることにより、高色彩化が図れると共に、酸化チタン粒子等の沈降やノズルの目詰
まりの防止が可能になる。また、通常、平均一次粒子径が大きい顔料粒子を選択した場合
、インクジェット方式での印刷に求められる平均分散粒子径のレベルでの顔料分散を可能
にするために、顔料粒子を十分に摩砕するための工程時間が長くなる。しかし、上述の通
り、前記平均一次粒子径を４００ｎｍ以下にすることにより、工程時間の長期化も抑制す
ることができる。
【００２８】
　尚、本発明において前記「平均一次粒子径」とは一次粒子の平均粒子径を意味し、一次
粒子とは一般的に粉末を構成する最も小さい粒子のことをいい、単結晶又はそれに近い結
晶子が集まって形成している粒子を含む意味である。
【００２９】
　また、前記平均一次粒子径は酸化チタン粒子等を電子顕微鏡で観察して求めた算術平均
径である。本実施の形態に於いては、単分散の粒径分布を持つ酸化チタン粒子等を用いる
が、本発明はこれに限定されず、多分散の粒径分布を持つ酸化チタン粒子等を用いてもよ
い。また、単分散の粒径分布を持つ顔料を２種以上混合して使用してもよい。
【００３０】
　酸化チタン粒子等の形状は特に限定されず、球状、棒状、針状、紡錘状、板状等の任意
の形状のものを使用することができる。本実施の形態においては同種の形状の酸化チタン
粒子等を用いてもよく、２種以上の異なる形状のものを混合して用いてもよい。尚、棒状
、針状、紡錘状粒子である場合の前記平均一次粒子径は長軸の長さ（又は高さ）と短軸の
長さ（又は幅）の相乗平均値で規定する。
【００３１】
　前記顔料の含有量は画像濃度に直接影響するものであり、後述の水性インク組成物の保
存性や粘度、ｐＨ等に影響を及ぼすものであることから、これらの点を考慮して適宜設定
すればよい。通常は、顔料組成物の全質量に対し２質量％～２０質量％の範囲内が好まし
く、５質量％～１５質量％の範囲内がより好ましい。酸化チタン粒子及び／又は酸化亜鉛
粒子からなる顔料の含有量を２質量％以上にすることにより、画像濃度の低下を抑制する
ことができる。その一方、酸化チタン粒子及び／又は酸化亜鉛粒子からなる顔料の含有量
を２０質量％以下にすることにより、光沢性の低下やノズルの目詰まり、吐出安定性の低
下を防止することができる。
【００３２】
　前記ポリアクリル酸ナトリウムは、本実施の形態の顔料に対し顔料分散剤として機能す



(7) JP 6847754 B2 2021.3.24

10

20

30

40

50

る。ポリアクリル酸ナトリウムを配合することにより、顔料の分散性の向上が図れる。ま
た、ポリアクリル酸ナトリウムは、薬事法等で定める基準に適合するものである。従って
、ポリアクリル酸ナトリウムは、医薬品又は食品等の錠剤等への印刷に好適に用いること
ができる。
【００３３】
　ポリアクリル酸ナトリウムの質量平均分子量は１００００以下であり、好ましくは１５
００～１００００、より好ましくは２０００～８０００である。ポリアクリル酸ナトリウ
ムの質量平均分子量を１００００以下にすることにより、酸化チタン粒子等の表面に吸着
するポリアクリル酸ナトリウムの分子鎖が過度に長くなるのを防止する。その結果、酸化
チタン粒子等からなる顔料同士が架橋されて凝集するのを低減することができる。尚、ポ
リアクリル酸ナトリウムの質量平均分子量を１５００以上にすることにより、酸化チタン
粒子等の表面に吸着したポリアクリル酸ナトリウムが立体障害等による反発力を十分に発
揮させることを可能にする。その結果、酸化チタン粒子等同士が再凝集するのを抑制する
ことができる。尚、ポリアクリル酸ナトリウムの質量平均分子量は、例えば、後述する実
施例に記載の測定方法により得られる値である。
【００３４】
　本実施の形態の顔料と前記ポリアクリル酸ナトリウムとの含有比は、質量基準で１：０
．０５～１：１．５であることが好ましく、１：０．１～１：１であることがより好まし
い。前記含有比を１：０．０５以上にすることにより、酸化チタン粒子の顔料の分散性の
低下を防止することができる。その一方、前記含有比を１：１．５以下にすることにより
、例えば、インクジェット用水性インク組成物に用いた場合に、ノズルプレートの付着に
起因する吐出安定性の低下を防止することができる。
【００３５】
　尚、ポリアクリル酸ナトリウムは、例えば、後述する分散媒に添加する際に、他の従来
の顔料分散剤と比べ、比較的気泡が発生しにくい。そのため、本実施の形態の顔料組成物
においては消泡剤の添加を省略することができる。
【００３６】
　本実施の形態に係る顔料組成物に於いては、酸化チタン粒子及び／又は表面が二酸化ケ
イ素の水和物により親水化処理されていない酸化亜鉛粒子の顔料を分散させるための分散
媒が含まれる。分散媒としては水が挙げられ、より詳細には、イオン交換水、限外ろ過水
、逆浸透水、蒸留水等の純水、又は超純水等のイオン性不純物を除去したものが挙げられ
る。特に、紫外線照射又は過酸化水素添加等により滅菌処理した水は、長期間にわたって
カビやバクテリアの発生を防止することができるので好適である。また、分散媒の含有量
としては特に限定されず、適宜必要に応じて設定することができる。
【００３７】
　また、前記分散媒としては、前記水と水溶性有機溶剤の混合溶液を用いてもよい。前記
水溶性有機溶剤としては特に限定されず、具体的には、例えば、メチルアルコール、エチ
ルアルコール、ｎ－ブチルアルコール、イソブチルアルコール、ｔｅｒｔ－ブチルアルコ
ール、ｎ－プロピルアルコール、イソプロピルアルコールなどのアルコール類；ジメチル
ホルムアミド、ジメチルアセトアミドなどのアミド類；アセトン、メチルエチルケトンな
どのケトン類；テトラヒドロフラン、ジオキサン、エチレングリコールメチルエーテル、
エチレングリコールエチルエーテル、ジエチレングリコールメチルエーテル、ジエチレン
グリコールエチルエーテル、トリエチレングリコールモノメチルエーテル、トリエチレン
グリコールモノエチルエーテルなどのエーテル類；エチレングリコール、プロピレングリ
コール、ブチレングリコール、ジエチレングリコール、トリエチレングリコール、１，２
，６－へキサントリオール、チオジグリコール、ポリエチレングリコール、ポリプロピレ
ングリコール、グリセリン、ジグリセリン、ポリグリセリンなどの多価アルコール類；Ｎ
－メチルピロリドン、１，３－ジメチル－２－イミダゾリジノン等が挙げられる。これら
は一種単独で、又は二種以上を混合して用いてもよい。また、これらの水溶性有機溶剤の
うち、薬事法で定める医薬品添加物、日本薬局方又は食品添加物公定書の基準に該当する
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ものとして、エチルアルコール、ｎ－ブチルアルコール、イソブチルアルコール、ｎ－プ
ロピルアルコール、イソプロピルアルコール、アセトン、プロピレングリコール、ポリエ
チレングリコール、グリセリンが好ましい。さらに、分散媒に水溶性有機溶剤を用いる場
合の配合量としては特に限定されず、適宜必要に応じて設定することができる。
【００３８】
　分散状態にある酸化チタン粒子等の平均分散粒子径Ｄ５０は、２０ｎｍ～５００ｎｍの
範囲内が好ましく、４０ｎｍ～１００ｎｍの範囲内がより好ましい。また、前記顔料の分
散粒子径Ｄ９９（体積積算粒度分布における積算粒度で９９％の粒径）は、１０００ｎｍ
以下が好ましく、５００ｎｍ以下がより好ましい。前記Ｄ５０を２０ｎｍ以上にすること
により、保存安定性、耐光性及び吐出安定性の悪化を防止し、印刷濃度の低下も防止する
ことができる。その一方、前記Ｄ５０を５００ｎｍ以下、又はＤ９９を１０００ｎｍ以下
にすることにより、前記顔料の分離や沈降及び凝集を防止し、保存安定性の維持が図れる
。尚、顔料の平均分散粒子径Ｄ５０及びＤ９９は、マイクロトラックＵＰＡ－ＥＸ１５０
（商品名、日機装(株)製）を用いて動的光散乱法により測定した値である。
【００３９】
　また、酸化チタン粒子等の平均一次粒子径と、分散媒に分散した酸化チタン粒子等の平
均分散粒子径Ｄ５０の比は１：０．３～１：３の範囲内である。本実施の形態においては
、酸化チタン粒子等の顔料に対し、顔料分散剤として質量平均分子量が１００００以下の
ポリアクリル酸ナトリウムを用いることにより、酸化チタン粒子等の平均分散粒子径を酸
化チタン粒子等の平均一次粒子径とほぼ同様のレベルにすることができる。その結果、例
えば、平均一次粒子径が小さい酸化チタン粒子等を用いた場合には、平均分散粒子径Ｄ５
０の小さい顔料組成物を得ることができ、顔料の分離や沈降及び凝集を防止し、保存安定
性の維持が図れる。尚、前記酸化チタン粒子等の平均一次粒子径と、酸化チタン粒子等の
平均分散粒子径Ｄ５０の比は、好ましくは１：０．５～１：２．５、より好ましくは１：
０．８～１：２である。
【００４０】
　本実施の形態の顔料組成物の製造方法において、酸化チタン粒子及び／又は表面が親水
化されていない酸化亜鉛粒子からなる顔料、ポリアクリル酸ナトリウム、分散媒及び必要
に応じて配合するその他の添加剤の混合方法や添加順序は、特に限定されない。例えば、
酸化チタン粒子及び／又は酸化亜鉛粒子の顔料、ポリアクリル酸ナトリウム及び分散媒と
しての水等を一度に混合し、この混合液に対し通常の分散機を用いて分散処理を施しても
よい。
【００４１】
　但し、本実施の形態に於いては、顔料分散剤としてのポリアクリル酸ナトリウムを用い
ることにより、顔料組成物に気泡が発生するのを抑制することができる。そのため、当該
気泡を低減又は消失させるための消泡工程を省略することができ、製造効率の向上が図れ
る。また、消泡剤の含有も省略できるので、薬事法等の基準に適合した顔料組成物の製造
が一層容易になる。
【００４２】
　分散処理における分散時間は特に限定されず、適宜必要に応じて設定することができる
。顔料の分散処理の際に使用される前記分散機としては、一般に使用される分散機であれ
ば特に限定されない。具体的には、例えば、ボールミル、ロールミル、サンドミル、ビー
ズミル、ペイントシェーカー、ナノマイザー等が挙げられる。
【００４３】
　尚、本実施の形態の顔料組成物は、最終製品たるインクジェット用水性インク組成物（
詳細については後述する）の形態のほか、当該水性インク組成物を調製するための顔料分
散液の形態をも包含するものである。
【００４４】
（インクジェット用水性インク組成物及びその製造方法）
　本実施の形態に係るインクジェット用水性インク組成物（以下、「水性インク組成物」
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という。）は、少なくとも前記顔料組成物を含み、主溶媒が水である水性インクである。
また、本実施の形態の水性インク組成物は可食性を有し、インクジェット記録用として好
適に用いられるものである。さらに、水性インク組成物は色材として顔料が用いられるこ
とから、染料を用いたインク組成物と比較して発色性や耐光性、耐水性等の点で優れてい
る。
【００４５】
　前記顔料組成物の含有量は、水性インク組成物の全質量に対し顔料分換算で２質量％～
４０質量％の範囲が好ましく、５質量％～３０質量％の範囲内がより好ましい。顔料組成
物の含有量を２質量％以上にすることにより、着色力を向上させることができる。その一
方、顔料組成物の含有量を４０質量％以下にすることにより、分散性を向上させることが
できる。
【００４６】
　本実施の形態に係る水性インク組成物に於いては、水（主溶媒としての水）を含有する
。前記水としては、イオン交換水、限外ろ過水、逆浸透水、蒸留水等の純水、又は超純水
等のイオン性不純物を除去したものを用いるのが好ましい。特に、紫外線照射又は過酸化
水素添加等により滅菌処理した水は、長期間にわたってカビやバクテリアの発生を防止す
ることができるので好適である。また、水の含有量としては特に限定されず、適宜必要に
応じて設定することができる。
【００４７】
　本実施の形態の水性インク組成物においては、その他の添加剤が配合されていてもよい
。但し、医薬品等の錠剤に対するインクジェット用インクとして用いる場合には、薬事法
等の基準に適合するものであることが好ましい。また、本実施の形態に於いては、顔料分
散剤であるポリアクリル酸ナトリウムの添加により気泡の発生を抑制することができるこ
とから、消泡剤の添加を省略することができる。さらに、インクジェットヘッドから本実
施の形態の水性インク組成物を吐出させる際には、当該気泡が当該水性インク組成物中に
存在しないことから、ノズル抜けや吐出不良、オープンタイムの低下も抑制することがで
きる。
【００４８】
　前記添加剤としては、表面張力調整剤、湿潤剤（乾燥防止剤）、褪色防止剤、乳化安定
剤、浸透促進剤、紫外線吸収剤、防腐剤、防黴剤、ｐＨ調整剤、粘度調整剤、分散安定剤
、防錆剤、キレート剤等の公知の添加剤が挙げられる。これらの各種添加剤の含有量は特
に限定されず、適宜必要に応じて設定することができる。
【００４９】
　前記表面張力調整剤としては、薬事法等の基準に適合するものであれば特に限定されず
、具体的には、例えば、グリセリン脂肪酸エステル等が挙げられる。前記グリセリン脂肪
酸エステルとしては、例えば、カプリル酸デカグリセリル、ラウリン酸デカグリセリル等
が挙げられる。
【００５０】
　前記表面張力調整剤の添加量は、水性インク組成物の表面張力を２５～４０ｍＮ／ｍに
調整できる範囲が好ましく、２７～３６ｍＮ／ｍに調整できる範囲がより好ましい。添加
量が前記範囲内であると、インクジェット方式での印刷の際の吐出安定性の確保等が図れ
る。
【００５１】
　前記湿潤剤としては、薬事法等の基準に適合するものであれば特に限定されず、具体的
には、例えば、プロピレングリコール、グリセリン等が挙げられる。
【００５２】
　前記湿潤剤の添加量は、水性インク組成物の全質量に対し、３質量％～５０質量％が好
ましく、１０質量％～４０質量％がより好ましい。
【００５３】
　本実施の形態の水性インク組成物の粘度は、インクジェットノズルからの吐出安定性を
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考慮すると、インクジェットノズル吐出時において、２ｍＰａ・ｓ～７ｍＰａ・ｓが好ま
しく、３ｍＰａ・ｓ～５ｍＰａ・ｓがより好ましい。水性インク組成物の粘度を前記数値
範囲内にすることにより、インクジェットノズルでの目詰まりの発生を抑制して良好な吐
出安定性の維持が図れ、飛翔性の低下を抑制することができる。尚、水性インク組成物の
粘度は、例えば、粘度計（商品名：ＶＩＳＣＯＭＡＴＥ　ＭＯＤＥＬ　ＶＭ－１０Ａ、（
株）セコニック製）を用いて、測定温度２５℃の条件下で測定することにより得られる。
【００５４】
　本実施の形態の水性インク組成物は、前述の各成分を適宜な方法で混合することよって
製造することができる。即ち、例えば、顔料組成物の分散液に、別途前記添加剤等を加え
、更に水にて希釈する。その後、十分に撹拌し、必要に応じて目詰まりの原因となる粗大
粒子及び異物を除去するための濾過を行う。これにより、本実施の形態に係る水性インク
組成物を得ることができる。
【００５５】
　また、本実施の形態に於いては、顔料分散剤としてのポリアクリル酸ナトリウムを用い
ることにより、水性インク組成物に気泡が発生するのを抑制することができる。そのため
、当該気泡を低減又は消失させるための消泡工程を省略することができ、製造効率の向上
が図れると共に、消泡剤の含有も省略できるので、薬事法等の基準に適合した水性インク
組成物の製造が一層容易になる。
【００５６】
　尚、各材料の混合方法としては特に限定されず、例えば、メカニカルスターラー、マグ
ネチックスターラー等の撹拌装置を備えた容器に順次材料を添加して撹拌混合を行う。ま
た、濾過方法としては特に限定されず、例えば、遠心濾過、フィルター濾過等を採用する
ことができる。
【００５７】
　本実施の形態の水性インク組成物は、インクや塗料に適用することができる。また、本
実施の形態の水性インク組成物は、酸化チタン粒子、及び／又は表面が親水化されていな
い酸化亜鉛粒子からなる顔料の分散性に優れているので、インクジェット用インクに好適
に使用することができる。特に、本実施の形態の水性インク組成物は、薬事法等の基準に
適合した顔料及び顔料分散剤を用いているので、可食性を有しており、医薬品やサプリメ
ント等の錠剤の表面に直接印刷することが可能である。また、素錠やＯＤ錠など表面の平
滑性が悪い錠剤に対しても、インクジェット方式による非接触印刷を可能にする。さらに
、水性インク組成物は耐光性にも優れているので、医薬品やサプリメント等の錠剤の表面
に直接印刷しても滲みの発生を防止することができる。
【００５８】
（固体製剤）
　本実施の形態の錠剤は、前記水性インク組成物からなるインクジェット用水性インクを
用いて、インクジェット記録方法により、その表面に直接印刷されたものである。上述の
通り、水性インク組成物は耐光性に優れ、滲みの発生もないので、錠剤には、製品情報な
ど使用者の識別性を向上させるための各種情報を印刷することでき、その結果、調剤ミス
や誤飲の防止が可能になる。
【００５９】
　錠剤は常温下において固体状であり、例えば、有効成分を含む錠剤材料を一定の形状に
圧縮及び／又は成形により製造されたものが好ましい。錠剤の形状は特に限定されず、任
意の形状を採用することができる。また、錠剤は、医薬品用途の錠剤であってもよく、食
品用途の錠剤であってもよい。食品用途の錠剤の例としては、錠菓やサプリメント等の健
康食品が挙げられる。
【００６０】
　錠剤の表面に対するインクジェット記録方法については、特に限定されない。具体的に
は、例えば、微細なノズルより前記水性インク組成物を液滴として吐出し、その液滴を錠
剤表面に付着させることにより行うことができる。吐出方法として特に限定されず、例え
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方式、静電吸引方式等）等の公知の方法を採用することができる。
【００６１】
（その他の事項）
　本実施の形態においては、顔料組成物をインクジェット用水性インク組成物に適用する
場合を例にして説明したが、本発明はこの適用例に限定されるものではない。本実施の形
態の顔料組成物は、薬事法で定める医薬品添加物、日本薬局方又は食品添加物公定書の基
準に適合した成分で全て構成することができ、生体為害性が低いため、例えば、本実施の
形態の顔料組成物を化粧料等に適用することもできる。具体的には、前記酸化チタンや酸
化亜鉛は紫外線遮蔽剤としても機能するため、本実施の形態の顔料組成物をＯ／Ｗ（Oil 
in Water）処方の日焼け止め剤等に配合することができる。さらに、本実施の形態の顔料
組成物を、紫外線遮蔽機能を備えた経口投与剤として適用することも可能である。
【実施例】
【００６２】
　以下に、この発明の好適な実施例を例示的に詳しく説明する。但し、下記の実施例に記
載されている材料や含有量等は、特に限定的な記載がない限りは、この発明の範囲をそれ
らのみに限定するものではない。
【００６３】
（顔料）
　各実施例及び比較例では、顔料として各種の酸化チタンナノ粒子又は酸化亜鉛ナノ粒子
を用いた。それらの詳細は下記表１及び表２に示す通りである。尚、酸化チタンナノ粒子
１においては、形状が棒状のものを用いた。また、酸化チタンナノ粒子２～９及び酸化亜
鉛ナノ粒子１～５においては、形状が略球状のものを用いた。また、酸化亜鉛ナノ粒子４
及び５における含水シリカとは、親水化処理により酸化亜鉛の表面に形成された二酸化ケ
イ素の水和物からなる膜を意味し、これにより酸化亜鉛ナノ粒子４及び５においては表面
が親水性となっている。
【００６４】
【表１】

【００６５】
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【００６６】
（実施例１～８）
　実施例１～８においては、顔料、顔料分散剤及び分散媒としての純水が下記表３に示す
配合割合となる様に、各材料を容器に入れ、分散機（ペイントシェーカー、浅田鉄工株式
会社製）にて、常温下で２４時間（分散時間）分散させた。また、分散の際にはジルコニ
アビーズを混合させて行った。尚、顔料分散剤としてのポリアクリル酸ナトリウムとして
は、Ｅｖｏｎｉｋ社製のＴＥＧＯ　Ｄｉｓｐｅｒｓ　７１５Ｗ（質量平均分子量３０００
）を用いた。また、下記表３中の数値は、特に表記がない限り、顔料組成物の全質量に対
する質量％で表したものである。さらに、各材料は何れも薬事法等の基準に適合するもの
である。
【００６７】
（比較例１）
　本比較例においては、顔料、顔料分散剤及び分散媒としての純水が下記表３に示す配合
割合となる様にした。それ以外は前記実施例１等と同様にして、本比較例に係る顔料組成
物を作製した。
【００６８】
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【００６９】
（実施例９～１１）
　実施例９～１１においては、顔料、顔料分散剤及び分散媒としての純水が下記表４に示
す配合割合となる様に、各材料を容器に入れ、分散機（ペイントシェーカー、浅田鉄工株
式会社製）にて、常温下で２４時間（分散時間）分散させた。また、分散の際にはジルコ
ニアビーズを混合させて行った。尚、顔料分散剤としてのポリアクリル酸ナトリウムとし
ては、Ｅｖｏｎｉｋ社製のＴＥＧＯ　Ｄｉｓｐｅｒｓ　７１５Ｗ（質量平均分子量３００
０）を用いた。また、下記表４中の数値は、特に表記がない限り、顔料組成物の全質量に
対する質量％で表したものである。さらに、各材料は何れも薬事法等の基準に適合するも
のである。
【００７０】
（比較例２、３）
　比較例２及び３においては、顔料、顔料分散剤及び分散媒としての純水が下記表４に示
す配合割合となる様にした。それ以外は前記実施例９等と同様にして、これらの比較例に
係る顔料組成物を作製した。
【００７１】
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【表４】

【００７２】
（実施例１２～２２）
　実施例１２～２２においては、顔料、顔料分散剤及び分散媒としての純水を容器に入れ
、分散機（ペイントシェーカー、浅田鉄工株式会社製）にて、常温下で２４時間（分散時
間）分散させた。また、分散の際にはジルコニアビーズを混合させて行った。これにより
、各実施例に係る顔料組成物を作製した。尚、顔料分散剤としてのポリアクリル酸ナトリ
ウムとしては、Ｅｖｏｎｉｋ社製のＴＥＧＯ　Ｄｉｓｐｅｒｓ　７１５Ｗ（質量平均分子
量３０００）を用いた。
【００７３】
　次に、各顔料組成物に、表面張力調整剤、湿潤剤としてのプロピレングリコール及び純
水を加え、表５及び表６に示す配合割合となる様に、インクジェット用水性インク組成物
（以下、「水性インク組成物」という。）を調製し、ディスパーにて撹拌した。これによ
り、各実施例の水性インク組成物を作製した。尚、顔料組成物及び水性インク組成物の作
製過程においては、いずれも気泡が発生しなかったことから消泡剤の添加による消泡工程
は行わなかった。また、下記表５及び表６中の数値は、特に表記がない限り、水性インク
組成物の全質量に対する質量％で表したものである。また、各材料は何れも薬事法等の基
準に適合するものである。
【００７４】
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【００７５】
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【表６】

【００７６】
（ポリアクリル酸ナトリウムの質量平均分子量の測定）
　アルギン酸ナトリウムの質量平均分子量は、ポリエチレンオキサイド（ＰＥＯ）／ポリ
エチレングリコール（ＰＥＧ）を標準品として、ゲルパーミエーションクロマトグラフィ
ー（ＧＰＣ）により求められる値である。
【００７７】
（酸化チタンナノ粒子及び酸化亜鉛ナノ粒子の平均一次粒子径及び平均分散粒子径の測定
）
　各実施例及び比較例における酸化チタンナノ粒子及び酸化亜鉛ナノ粒子の平均一次粒子
径、並びに平均分散粒子径Ｄ５０及びＤ９９は、マイクロトラックＵＰＡ－ＥＸ１５０（
商品名、日機装(株)製）を用いて動的光散乱法により測定した。尚、実施例１及び９で用
いた酸化チタンナノ粒子１については、その形状が棒状であるため、その平均一次粒子径
は長軸の長さ（高さ）と短軸の長さ（幅）の相乗平均値とした。
【００７８】
（粘度の測定）
　実施例１２～２２の水性インク組成物について、それぞれ粘度を測定した。粘度の測定
には、粘度計（ＶＩＳＣＯＭＡＴＥ　ＭＯＤＥＬ　ＶＭ－１０Ａ、（株）セコニック製）
を用いて、測定温度２５℃の条件下で行った。結果を前記表５及び６に示す。
【００７９】
（吐出安定性（飛翔性））
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　記録媒体としてマット紙（商品名：スーパーファイン紙、エプソン（株）製）を用意し
、実施例１２～２２で調製した水性インク組成物をそれぞれ用いて印刷を行った。印刷は
、インクジェットプリンタ（ＫＣ　６００ｄｐｉヘッド搭載印字治具）を用いて、シング
ルパス（ワンパス）方式にて行った。
【００８０】
　ノズル欠け増加数及び寝ぼけの評価は、ヘッドから水性インク組成物を吐出させた後、
インクジェットプリンタを停止させ、その後、再度印刷したときの印刷画像にノズル欠け
がどれくらい増加したか、及び寝ぼけが観察されたか否かにより行った。尚、ノズル欠け
とは目詰まりが発生したノズルから水性インク組成物からなるインク滴が吐出されないこ
とを意味する。寝ぼけとは、印刷の初期において、印刷画像がぼやけ不鮮明となることを
意味する。
【００８１】
　ノズル増加数の評価は、下記の基準を用いて行った。
　○：オープンタイム１５分におけるノズル抜け増加数が０
　×：オープンタイム１５分におけるノズル抜け増加数が１本以上
【００８２】
　また、寝ぼけの評価は、下記の基準を用いて行った。
　○：オープンタイム１５分における画像の書き出し部分の擦れが１ｍｍ未満
　×：オープンタイム１５分における画像の書き出し部分の擦れが１ｍｍ以上
【００８３】
　また、オープンタイムの評価は、最初にヘッドから水性インク組成物を吐出させた後に
停止し、１５分経過後に再度印刷して、その際の印刷画像にノズル抜け及び書き出しの擦
れの有無を評価したものである。表５及び６中の○はノズル抜け及び書き出しの擦れが何
れもない場合を意味する。尚、擦れとは、印刷の初期において、印刷画像が擦れることを
意味する。
【００８４】
（結果）
　表３に示す実施例１～８の実験結果から分かる通り、表面が親水性の酸化チタンナノ粒
子１～８からなる顔料に対し、質量平均分子量が３０００のポリアクリル酸ナトリウムを
顔料分散剤として配合させた場合には、酸化チタンナノ粒子の平均一次粒子径の値や結晶
構造に関わらず、酸化チタンナノ粒子の平均一次粒子径と分散した酸化チタンナノ粒子の
平均分散粒子径との比が１：０．３～１：３の範囲内となった。また、表４に示す実施例
９～１１の実験結果から分かる通り、表面が親水化していない酸化亜鉛ナノ粒子１～３か
らなる顔料に対しても、前記ポリアクリル酸ナトリウムを顔料分散剤として配合させると
、酸化亜鉛ナノ粒子の平均一次粒子径の値に関わらず、酸化亜鉛ナノ粒子の平均一次粒子
径と分散した酸化亜鉛ナノ粒子の平均分散粒子径との比が前記数値範囲内となった。これ
により、本実施例１～１１に係る顔料組成物においては、平均一次粒子径に近いレベルで
酸化チタンナノ粒子又は酸化亜鉛ナノ粒子を分散できることが示された。
【００８５】
　その一方、表面が疎水性処理されている酸化チタンナノ粒子を顔料に用いた比較例１で
は、平均分散粒子径が大きくなり、保存安定性の低下の可能性が示された。また、比較例
２及び３では、表面が親水性処理されている酸化亜鉛ナノ粒子を顔料に用いたものの、平
均分散粒子径が大きくなり、保存安定性の低下の可能性を示す結果となった。
【００８６】
　また、表５及び表６に示す実施例１２～２２の実験結果から分かる通り、顔料組成物を
含む水性インク組成物においても、酸化チタンナノ粒子又は酸化亜鉛ナノ粒子の平均一次
粒子径と平均分散粒子径との比を前記数値範囲内に維持することができ、良好な顔料分散
性が維持された。また、吐出安定性（飛翔性）についても優れた水性インク組成物が得ら
れていることが確認された。
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